
資料４ 

 
路線バス八木御所線利用促進策について 

 

 

現在、御所市には４路線のバスが乗り入れているが、そのうち八木御所線が利用者数の

減少により、国庫補助金の要件を充たすことができない可能性が高く、運行の継続が非常

に難しい状況となっている。そのため、令和６年度において当該路線に関し下記のとおり

利用促進策を実施する。 

 

 

事業概要：御所市民を限定に奈良交通バス５３系統(八木御所線)の運賃を一部助成し 

八木御所線の利用促進を行う。(参考資料 1) 

 

対 象 者：御所市民で特別乗車券の所持者(参考資料２) 

 

利用期間：２０２４年７月１１日(木)～２０２４年９月３０日(月) 

 

利用申請：WEB・電話・直接来庁 

 

運 賃：①乗車停留所・降車停留所がともに「近鉄御所駅」～「越智」間である場合 

均一 200 円（小児・障害者 100 円）  

②乗車停留所・降車停留所の一方が「近鉄御所駅」～「越智」間である場合 

均一 300 円（小児・障害者 150 円）  

 

※通常運賃と均一運賃（200 円又は 300 円）との差額を御所市地域公共交通会議より  

補填する。 


